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IP通信網サービス契約約款 共通編【現改比較表】 2025年3月18日現在 

～2025年3月17日 2025年3月18日～ 

 附 則（令和７年３月 10 日 ＣＡＳ２サ第 000400011556-01 号） 

この改正規定は、令和７年３月 18 日から実施します。 

 

附 則（令和７年３月10日 ＣＡＳ２サ第000400011557-01号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和７年３月18日から実施します。 

（経過措置） 

２ 令和 7 年 3 月１8 日から令和７年６月 30 日までの間に、当社がその契約又は付加機能

の申込を受領した場合（契約者又は申込者の責めによらない理由によって申込を受領でき

なかったときはこの限りでありません。) であって、令和７年 7 月 30 日までに第５種ホス

ティングサービス若しくは第８種ホスティングサービスの提供を開始したとき又は当社が

付加機能（ＷＡＦに係るものに限ります。）の提供を開始したときは、別冊(ホスティング

サービス)料金表第２表（工事に関する費用（工事費（附帯サービスの工事費を除きます。））

のうち、次に掲げる工事費を適用しません。 

ア １（適用）の⑵工事費の特例のエ及びカに規定する工事費 

イ ２（工事費の額）のイ（付加機能に関する工事の場合）の(ク) ＷＡＦに関する工事の場

合に規定する工事費 

 

https://nttgwf.service-now.com/nav_to.do?uri=x_ntt97_cw_ap_decision_core.do%3Fsys_id=ec0c7abf47e75a90fcc5b194116d4311%26sysparm_stack=x_ntt97_cw_ap_decision_core_list.do%3Fsysparm_query=active=true
https://nttgwf.service-now.com/nav_to.do?uri=x_ntt97_cw_ap_decision_core.do%3Fsys_id=b499bcbd937bde10b5743a4958373c7f%26sysparm_stack=x_ntt97_cw_ap_decision_core_list.do%3Fsysparm_query=active=true
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 ３ この改正規定実施前に支払い又は支払わねばならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。  

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱い

については、なお従前のとおりとします。 

  

 

  


